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ページ 場所 正 誤 備考

20 中ほど 調光装置と 調光器装置と

42 第4.3.1表内 検査試料 検査試

42 第4.3.2表内 (5) 空冷用ファン (5) 空冷ファン

45 第4.3.6表内 空冷用ファン 空冷ファン

59 (3-10) 空冷用ファン 10年｜9年｜8年 5年｜5年｜5年 差替えシート添付

67 診断表 (C-1)の2 外観 すす 煤

70 診断表 (C-9)の5 端子部 すす 煤

70 診断表 (C-9)の番号

1
2
3
4
5
6

2
3
4
4
6
7

上から

99 第6.1.9表の上 空冷用ファンの適正更新時期 空冷ファンの適正更新時期

99 第6.1.9表内 10年｜9年｜8年 5年｜5年｜5年

104 第6.2.7表の上 空冷用ファン 空冷ファン 3カ所

JATET-L-7190 正誤表

差替えシート添付
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第 4.3.1 表 個別劣化診断表の一例 

  個別劣化診断表  (2) プリセットフェーダ 

更新対象設備・調光操作卓 

評価結果 

検査試料 
番 

号 
調査項目 

基

準

点 

点検項目 

評

価

点

対象 

基準 

点 １ ２ ３ ４ ５

1 外観 1 

汚れ,ホコリ,傷,破損,ひび割

れ,変色,変形,腐食,錆等の異

状がある 

1 □      

2 摺動部 3 摺動部の荒れ,操作が重い 3 □      

3 
明かりがあおった, 

ふらついたが修理した 
3 

4 

性能 5 
明かりがあおった, 

ふらついたが修理していない 
5 

□      

   対象基準点の合計及び評価結果の合計       

不良率＝(評価結果の合計÷対象基準点の合計)×100(％)      

    判定 ＝( 不良率 30 ％  以上 →  NG)      

不良度合(不良率 30％以上の割合) 

＝(ＮＧ台数÷検査試料台数)×100 
(％)

 

第 4.3.2 表 総合劣化診断表の一例 

  総合劣化診断表  Ｂ 調光操作卓 

更新対象設備・調光操作卓 

              部品機器 不良度合 

 (1) マスタ系フェーダ  

 (2) プリセットフェーダ  

 (3) 操作用スイッチ  

 (4) LED 表示器  

 (5) 空冷用ファン  

 (6) エンコーダ  

 (7) CRT モニタ  

 (8) LCD モニタ  

 (9) FDD・MOD  

総合劣化度合(不良度合 30％以上の割合) 

＝(不良度合 30％以上の項目数÷対象項目数)×100 

 

  (％) 
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調査No. 基準点 評価点
10
13
16
20
30
8

6
8
10

調査No. 基準点 評価点

(2-1) 4 4 4

(2-2) 5 5 5

(2-3) 2 2 2

(2-4) 5 5 5

(2-5) 5 5 5

0
1
5
5

使用年数
30日以上
150日未満

30日未満/
150日以上
250日未満

250日以上

総主幹MCCB(毎日開閉) [　　]年 5 7 年 6 年 5 年 5
総主幹MCCB(常時ON) [　　]年 5 15 年 12 年 10 年 5

(3-2) 操作主幹MCCB [　　]年 5 20 年 16 年 13 年 5

(3-3) 分岐MCCB [　　]年 5 20 年 16 年 13 年 5

(3-4) 電磁接触器 [　　]年 5 15 年 12 年  9 年 5

(3-5) 総主幹N相スイッチ [　　]年 5 20 年 18 年 14 年 5

(3-6) 分岐Nスイッチ [　　]年 5 12 年 10 年  8 年 5

(3-7) 制御用リレー [　　]年 5 12 年 10 年  8 年 5

(3-8) 調光器制御ブロック [　　]年 5 14 年 12 年 10 年 5

(3-9) サイリスタ調光器 [　　]年 5 18 年 15 年 12 年 5

(3-10) 空冷用ファン [　　]年 5 10 年  9 年  8 年 5

(3-11) 直流電源 [　　]年 5  6 年  5 年  4 年 5

(3-12) 無停電電源装置 [　　]年 5  8 年  7 年  6 年 5

調査No. 基準点 評価点
5
15
30

[1-1]
[1-2]

調査No. 基準点 評価点

判定結果

[3-1] (％)
[3-2] (％)

措置判定

[4-1] 修繕

[4-2] 更新

[4-3]
適正

更新時期

劣化判定

(％)
[2-2] 機能不足設備

40％
[2-1]

40％

調査項目

調査項目

20

2. 保全
対象基準点

(1-1)
15年以上20年未満

(1-2)
年間使用日数

[　　]日

調査項目

20

評価結果

更新対象設備　A. 主幹盤・分岐盤・調光器盤

1. 使用頻度
対象基準点 評価結果

250日以上

定期保守点検

日常の点検整備

● 性能劣化診断

対象基準点

有る：累積交換率 5％超 10％以下
5主要機器の交換記録

有る：累積交換率 5％ 以下

調査項目
年間使用日数

基準点

調査内容

年間故障回数 年間の累積故障回数が3回以上ある

廃品種部品

設備の使用年数

[　　]年目

10

20年以上

修理部品の入手が困難である

調査内容

30日未満
30日以上150日未満

絶縁抵抗値が規定値以下である

日常点検や清掃を行っていない

3. 更新基準

(2-6)

絶縁抵抗値

150日以上250日未満

定期保守点検を行っていない

調査内容

部
品
機
器
の
使
用
年
数
が
、

更
新
基
準
年
を
超
え
て
い
る

評価点

有る：累積交換率 10％超
無い

評価結果

10

不良機器，設備の更新が必要

更新対象設備全部の更新が必要総合評価が50％以上

総合評価が40％以上50％未満

不良機器，設備の修繕が必要総合評価が40％未満

対象基準点 評価結果

○ 適正更新時期判定表

調査内容
5年未満

5年以上10年未満
10年以上15年未満

5

(3-1)

評価結果
合計

4. 劣化現象
調査項目

総合劣化度合が30％以上60％未満

[1] 性能劣化判定

調査No.

総合劣化度合が60％以上

対象基準点
合計性能劣化判定の計算

30 30(4-1) 部品機器の総合劣化度合
総合劣化度合が30％未満

総合判定
[4] 総合判定

判定項目
総合評価

(％)

[3] 総合評価

判定基準 修繕措置判定

性能劣化判定
機能劣化判定

対象基準点及び評価結果の合計

◎ 総合判定

安全要求事項に対する改善更新

演出が要求する機能を満足しない

● 機能劣化診断
[2] 機能劣化判定

不適合設備

調査内容

性能劣化判定＝(評価結果の合計点÷対象基準点の合計点)×100 (％)




